
一
頁

内

閣

府

○
文
部
科
学
省
令
第
一
号

厚
生
労
働
省

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年

法
律
第
四
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
九
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田
光
一

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

命
令

内

閣

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
文
部
科

厚
生
労

府
学
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



二
頁

働
省次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
頁

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
法
附
則
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
）

（
法
附
則
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
）

第
三
条

法
附
則
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
三
条

法
附
則
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
市
町
村
で
あ
る
こ
と
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
市
町
村
で
あ
る
こ
と
。

イ

前
々
年
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
七

イ

前
々
年
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
（
認
定
こ
ど
も
園
又
は
保

育
所
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
四
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域

育
所
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域

型
保
育
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
」
と

型
保
育
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
」
と

い
う
。
）
の
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
同
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す

い
う
。
）
の
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
同
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又
は

る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又
は

第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
護
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
護
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
単
に
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と
い
う
。
）
の
当

号
に
お
い
て
単
に
「
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
」
と
い
う
。
）
の
当

該
申
込
み
に
係
る
子
ど
も
で
あ
っ
て
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
を
利
用
し

該
申
込
み
に
係
る
子
ど
も
で
あ
っ
て
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
を
利
用
し

て
い
な
い
も
の
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
数
が

て
い
な
い
も
の
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
数
が

百
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

百
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

［

～

略
］

［

～

同
上
］

(1)

(4)

(1)

(4)

ロ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



四
頁

附

則

こ
の
命
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


